
 

第 124 回伊達市災害対策本部会議 

平成 24 年 4 月 10 日（火） 

16 時 00 分～16 時 40 分 

保原庁舎 2 階応接室 

 

1 放射能関係 

（1）第 3 回環境放射線測定結果について 

 

 

 

 

（2）農産物等の放射性物質簡易検査実施について 

 

 

 

 

（3）除染推進センター専門員巡回相談の実施について 

 

 

 

 

2 その他（別紙参照） 

（1）4 月 4 日暴風による被害状況について 

 

 

 

 

（2）第 261 回福島県災害対策本部会議の概要 

 

 

 

 

（3）災害対策号（第 55 号）について 

 

 

 

 

 

次回  4/24（火）  10 時 ～ 



 

第 124 回本部会議の概要について 

 

1 実施日時等 

平成 24 年 4 月 10 日（火） 16:00～16:40 

2 内容 

1 放射能関係 

（1）第 3 回環境放射線測定結果について 

市民生活部環境防災課長が資料により説明した。 

平成 24 年 3 月 23 日～25 日にかけて、第 3 回目となる一斉環境放射線測定を実施した。今回

から、測定器をこれまでの「簡易環境放射線モニタ（PA-1000 Radi）」に変え、「シンチレー

ションサーベイメータ（TCS-172B）」を用いたことから、より正確な測定となった。 

詳細な測定値については、資料のとおりである。 

今回測定と第 2 回測定とを比較すれば、線量の低下傾向が伺える。 

なお、放射線量マップについては、今月（平成 24 年 4 月）中に各家庭へ配布予定である。 

 

 

（2）農産物等の放射性物質簡易検査実施について 

産業部長が資料により説明した。 

平成 24 年 4 月 16 日（月）から、自家用農産物のモニタリング会場を増設する。また、これま

で窓口のみに限っていた受付を、電話でも可能とする。更には、検査結果に関し、これまで検

査会場に来場のうえお知らせしていたことについて、郵送又は電話によるお知らせも行うこと

とし、検査実施について窓口を広く、柔軟な対応とする。なお、郵送による結果送付を希望す

る検査申込者は、送付先宛名の書かれた切手貼り付け済みの封筒を申込時に提出してもらうこ

ととする。 

 

（総務部長） 

市民へのお知らせ（災害対策号）文中では、検体（農作物）の持込み方法等に関し、会場によ

って異なるようであるが？ 

（産業部長） 

測定器の仕様等により異なるものであるが、表記について再度検討する。 

また、更に簡易測定器が増設できることとなったため、これらの測定器については、直売所等

に設置したいと考えている。早ければ、平成 24 年 4 月 16 日からの運用に間に合うよう設置し

たい。 

 

（市長） 

千葉県白井市産の農作物の一部（しいたけ等）から放射性物質が検出された例がある。話によ

れば、農作物の無人直売所に置かれていたものとのことである。当市においては、業者等が販

売する農作物は、基本的に検査されているものである。自家消費及び無人直売所等におかれる

農作物については、検査されていないものもあるのか。 

 



 

（産業部長） 

市内の直売所に関して言えば、JA 系統及びそれ以外が考えられ、JA 系統については、JA が

独自に検査を実施し、放射性物質の値が高い場合は、出荷制限を実施している。それ以外（無

人直売所等）に関しては、全て検査されているとは言えないと思われる。 

 

（市長） 

何らかの注意喚起等も場合によっては必要であろう。農産物のモニタリング増新設については、

利用状況についてよく把握すること。 

 

 

（3）除染推進センター専門員巡回相談の実施について 

市民生活部長が資料により説明した。 

平成 24 年 4 月 17 日（火）より、除染推進センター専門員による巡回相談を実施する。これま

では、センターで市民を迎える姿勢であったが、今後は、専門員が積極的に地域に出向くこと

で、市民が除染に関する相談をしやすい環境を作り、充実させたい。市民の除染実施への一助

になればとの思いである。なお、地区毎の実施予定日等は資料のとおりである。 

 

  （市長） 

これは、除染推進センターを市民に良く利用してもらう観点から、推進センターの専門員が積

極的に地域に出向き、働きかけるものである。 

ところで、災害対策号 55 号には、除染は線量の高低によって、「A エリア＝特定避難勧奨地点

の存在する地域」「B エリア＝A エリア以外で比較的線量の高い地域」「C エリア＝1μSv/h（年

間 5mSv）以下の地域」に分け、更に、C エリアについては、地元業者及び市民による住宅の

ミニホットスポットを中心とする除染と想定すると掲載した。その中で、市民から意見が寄せ

られた「除染支援センター」についても触れ、「除染推進センター」への名称変更も取り上げ

た。こうしたことからも、この度の専門員巡回相談の実施は、非常に良い取り組みであるし、

市として積極的に取り組むことにもつながる。 

 

ただし、災害対策号に掲載したとおり、C エリアの除染については、住宅の除染が中心である

と考えているし、住民の皆様には、ミニホットスポット（著しく線量の高い地点ではない）を

細かく測定し、それを発見してもらうことが必要ではないかと考えている。除染を何らかの方

法で市がすぐに実施できないとなると、除染推進センターで道具等を提供し、市民の皆様で実

施してもらうとか、地元業者を派遣するとか、そうした対応を取るということである。 

 

それぞれの住まい周辺であるので、ぜひとも市民の皆様に関心を持っていただいて実施しても

らうということが必要だと考えている。 

また、除染がどこまで終了しているか、計画を立てて管理していくこともセンターが担うこと

が必要であろうし、検討を進めていただきたい部分である。 

 

 

 



 

2 その他 

（1）4 月 4 日暴風による被害状況について 

市民生活部環境防災課長が資料により説明した。 

平成 24 年 4 月 3 日 17 時当時において暴風警報発表が予想されることから、関係部署について

は、自宅待機等事前配備を取った。4 日 3 時 58 分に暴風警報が発表されたため、警戒配備に

より対応したものである。なお、詳細な被害については、添付資料に記載のとおりである。 

 

（2）第 261 回福島県災害対策本部会議の概要 

市民生活部長が資料により説明した。 

北朝鮮による「人工衛星」と称するミサイルの打ち上げについて、当市に対しても県等から情

報提供があるため、市民への広報等、できる限りの対応について調整が必要かというところで

ある。環境防災課及び各総合支所において現在調整しており、その都度、適切に対応して参り

たい。 

 

（3）災害対策号（第 55 号）について 

秘書広報課広報広聴係長が資料により説明した。 

 

（産業部長） 

ゲルマニウム半導体検出器 2 台が当市にも整備された。この検出器を用い、飲用井戸水等の

モニタリングを実施することで調整してきたが、このことは当災害対策号に掲載するか。 

（市民生活部長） 

先に申込みがなされており、現在検査待ちである市民が 500 名程度いるため、これらの方を対

象にまず市独自の飲用井戸水等検査を実施し、ある程度検査の済んだ段階で、一般にお知らせ

をしたいと考えている。 

 

（市長） 

食品検査器の台数が増えれば、農作物等検体の持込みも増え、多くの検査結果が出ることとな

る。現在は、地域別及び品目別でまとめられているものの、資料の作成に工夫がほしい。 

更に言えば、農作物等の測定を実施し、検査の結果、放射性物質が高く検出された場合、「こ

うした農作物はどこから手に入れたのか」とか、そうしたことを聞き取る対応等が必要ではな

いか。ただ単に測定を行うことだけで良いか。測定結果からコメントを発することも難しいこ

とではあると思われるが、検討が必要だ。 

 

災害対策号にも乗せきれないほどの測定結果の資料を今後どう生かしていくか。 

 

これまでは検査体制を早く構築することに主眼を置いたが、これからは、自由に検査が出来る

ようになり、それをどのように活用してもらうかが課題となろう。産業部と健康福祉部の両側

面があると感じられる。食品検査は、生産者の面及び消費者の面がある。考え方としては、消

費者の内部被曝を防ぐ目的もあるのだから、食品衛生的な観点から、対応を進めていきたいと

ころである。 

 



 

「内部被曝対策について、食品モニタリングの結果と今後の検査体制に関しどう考えるか」等

と題して、栄養士や保健師に対して、参考意見を求めるのも興味深い。 

単に測定結果を出すことから、市民への保健指導等に活動されるようなことが必要な段階に移

行してきているのではないか。 

 

一斉環境放射線モニタリングについては、今回の測定で第 3 回目の放射線量マップの作成とな

る。私なりに意見を言えば、1km メッシュ（又は 500m メッシュ）で測定した測定箇所 738

箇所中、およそ 7 分の 6 が 1μSv/h である。線量の高いところが減り、低いところが増加して

いることから、次第に線量が低減してきたことが分かる。今年度を「除染元年」とすれば、今

後、当モニタリングも含めた環境放射線測定について、どう考えるか。モニタリングは重要な

意味を持つこととなる。（除染を）どこからはじめるか、どのように行うか、結果がどうなっ

たかを詳細に知るためには、モニタリングは欠かせない。 

たとえば、これまでも除染の完了検査を実施する場合は、除染前・除染後の環境放射線量を検

査している。今後も除染を実施する上では、こうした対応が必要となるであろう。業者発注で

あれば、仕様がある。 

先の話に沿えば、Cエリアは、全体的に線量が低いにも関わらずミニホットスポットが存在し、

除染をはじめるためには、それを見つけなければならない。そのようなモニタリングをどうす

るか。 

 

一斉環境放射線モニタリングを 3 箇月置きに実施するのは良いとして、この測定だけで良いの

かについては、除染関係課を中心に検討を進めなければならない。 

除染を実施した場合に、工事評価をするとすれば、どれだけ除染の効果または除染の必要があ

ったかがわかるモニタリングが必要である。当市における線量の分布及び線量の変化に係るモ

ニタリングは一定の程度に達したと感じられる。 

今後は、具体的に除染を進めようとした場合に必要とされるモニタリングを実施していかなけ

ればならない。 

 

 

（市民生活部長） 

次回以降、本部会議を隔週で開催することとしたのでご承知置き願いたい。 

 

 

 

《次回本部会議》 

平成 24 年 4 月 24 日（火） 10：00～ 

本庁舎 2 階 応接室において 

（文責：石川 智史） 


